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次年度体系サポートサービス契約  サービス仕様 

旧製品ハードウェアオンサイト 

サービス 
 

 
 

旧製品ハードウェアオンサイトサポートサービスは、当社製品のサポート終了に達した一部

の製品を対象に、ベストエフォートでのリモート障害診断とオンサイトハードウェアサポートを

延長して提供します。 

以下のサービス内容は、期間限定で提供されます。旧製品ハードウェアサポートは、当社で

既存のハードウェアサポートを受けている製品にのみ提供されます。問題の特定とトラブル

シューティングには時間がかかる場合があります。また、当社がすべての問題を完全に解決

できない場合や 、製品を完全な動作状態に復元できない場合があります。当社は、このサ

ポートの有効性について、いかなる表明も行いません。当社は、サポートの継続が合理的に

実行できない場合、予告なくサポートを終了する場合があります。  
 

 

 

サービスの特長 

• リモート障害診断サポート 

• オンサイトハードウェアサポート 

• 保守部品の提供 

• ファームウェアへのアクセス 

• 通報サービス 

• オンライン情報提供 
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ハードウェアサービスの内容 

 
 

リモート診断サポート 

当社は、お客様からの修理依頼電話連絡または通報サービスによる当社からの電話連

絡後、当社はハードウェアの問題を切り分け、お客様の協力のもと、リモートでトラブルシ

ューティング、修復、および問題解決を行います。 

オンサイトでの支援に先立って、当社では対象製品にアクセスするために、リモートサポ

ートツールを使用してリモート診断テストを開始および実行するか、あるいはリモートでの

問題解決に役立つ他の利用可能な手段を使用する可能性があります。 

新しいファームウェアや修正プログラムは提供されません。既存のファームウェアや修正

プログラムでは問題を解決できないと当社が判断した場合、解決せずに通話を終了して

終了となります。 

リモート診断サポートに当たり、最新のファームウェアへアップデートを頂く場合がござい

ます。 

 

 

オンサイトハードウェアサポート 

当社の判断により、リモートで解決できないハードウェア故障については、利用可能な保

守部品があることを前提に、当社の認定担当者が対象ハードウェア製品に対してオンサ

イトで必要な修理、もしくは部品または製品の交換を行い、障害を修復します。本作業に

はソフトウェア（OS またはアプリケーション）およびデータのバックアップ、リストア作業は

含みません。問題の特定およびトラブルシューティングには時間がかかる場合があり、ま

た、当社はすべての問題を完全に解決したり、製品を完全な動作状態に回復したりするこ

とができない場合があります。当社は、オンサイト修理対応時に部品が入手可能であるこ

とを約束するものではありません。 

当社認定の担当者がお客様の製品設置場所に到着すると、担当者は製品の修理が完了
するまで、当社の判断でオンサイトまたはリモートのいずれかでサービスを継続します。部
品や他のリソースが必要になった場合、作業が一時中断することがありますが、他のリソ
ースが利用可能となった時点で再開します。 

部品が入手できなくなった場合、当社はサービスを中止します。 
 

 

保守部品の提供 

当社は対象ハードウェア製品の正常な状態を維持するために必要な交換用の部品を提供

する努力をします。提供される保守部品は代替部品となる場合があります。交換により取り

外された部品は磁気処理等、お客様によるいずれの改変も行われない状態で当社の所有と

なります。 

Enclosureやラック及びシャーシ、ケーブル類、ソリッドステートドライブ/フラッシュドライブ、

UPS、 その他バッテリ（キャッシュバッテリなど）等のサプライや消耗品はサポート対象外

であり、本サービスの一環として提供されるものではありません。消耗品の修理や交換は、

お客様の責任で行っていただきます。 

 

 

1-4. ファームウェアへのアクセス 

 

お客様は本サービスが対象とするハードウェア製品のファームウェアをダウンロードインスト

ールし、使用することができます。 

ファームウェアベースのソフトウェア製品 (ファームウェアに実装され、別のソフトウェア使用

許諾製品を購入することで有効となる機能)に対してライセンスを持つお客様は、関連するフ

ァームウェアを受信、ダウンロード、インストール、および使用するために、ファームウェアベ

ースのソフトウェア製品の有効な HPE サービス契約 (利用可能な場合) を締結する必要があ

ります。 

一部製品のファームウェアは、当社サイトからダウンロードできない場合がありますので、お

客様にてあらかじめご準備いただけますようお願いいたします。 



次年度体系サポートサービス契約  

サービス仕様 

旧製品ハードウェアオンサイト 

サービス 

 

3 
 

通報サービス 

HPE サポートセンターへお客様のアカウント登録を行い、かつお客様のシステムにリモー
トサポートツールを導入した場合、直接当社に対象機器からのハードウェアイベントを通
報することが可能になります。発生したイベントは HPE サポートセンターのパーソナルダ
ッシュボードを通じて 24 時間どこからでも確認可能であり、当社はサービスレベルに応じ
た時間でお客様にご連絡の上、対応を開始します。 

リモートサポートツールのサポートは打ち切られる可能性があります。 
 

 

オンライン情報提供 

当社は、ハードウェアの機能、仕様、設定、使用方法、トラブルシューティングに関する各
種情報を蓄積したオンラインの技術情報データベースに対するアクセスを提供します。一
部の製品に関して当サービスは提供されません。 

 
 

選択可能なサービスオプション 

 

お客様が選択されたサービスオプションは、見積書に記載されます。 

 
 
サービス提供時間およびハードウェアオンサイト応答時間 
 
サービス提供時間 応答時間 内容説明 
月曜日～金曜日 
8:45～17:30  
祝日および年末年始 
(12/30～1/3)を除く 

翌営業日対応 お客様からの修理依頼電話連絡または通
報サービス、Web 受付で当社からの電話連
絡後、翌営業日の 8:45 から 17:30 の間に
お客様を訪問します。お客様からの修理依
頼の電話連絡時に訪問修理日が未定の場
合は、訪問修理日決定の電話連絡をいた
だいた日の翌営業日以降 8:45 から 17:30
の間での訪問修理となります。 

月曜日～金曜日  
8:45～17:30  
祝日および年末年始
(12/30～1/3)を除く 

4 時間対応 お客様からの修理依頼電話連絡または通
報サービス、Web 受付で当社からの電話連
絡後、4 時間以内にお客様を訪問します。
お客様からの電話は、祝祭日および年末
年始（12/30 ～ 1/3）を除く月曜日から金曜
日、8:45 から 17:30 の間に受け付けたもの
に限ります。 

365 日 24 時間 4 時間対応 お客様からの修理依頼電話連絡または通
報サービス、Web 受付で当社からの電話連
絡後、4 時間以内にお客様を訪問します。 

 
オンサイト応答時間は、お客様からの修理依頼電話連絡または通報サービス、Web 受付
で当社からの電話連絡または当社がハードウェア障害を確認した時点からの目標応答時
間です。当社の担当者がお客様の現場に到着した時点、または当社がオンサイトでの介
入を不要と判断したことを説明し、イベントがクローズされた時点で、オンサイト応答時間
は終了します。 
当社は、本サービスのオンサイト応答時間を確約するものではありません。地域、交通事
情、天候等の諸事情により応答時間内にサービスが提供されない場合があります。お客
様の施設が離島にある場合は、出張にかかる料金を別途請求する場合があります。 
ハードウェアオンサイトについて 4 時間対応および 24×7 可能地域については下記 URL
を参照してください。  
▶ hpe.com/jp/onsite_areamap 
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故障ハードディスク返却不要 データ消去なし 

故障ハードディスク返却不要 データ消去なしオプションは、動作不良のため当社が交換す

るハードディスクまたはソリッドステートドライブのみ適用されます。故障していないハードデ

ィスクまたはソリッドステートドライブの交換には適用されません。お客様データ保存領域に

使用されていないハードディスクまたはソリッドステートドライブは対象外製品の場合があり

ます。 

 

当社は、お客様のデータが保持されているハードディスクまたはソリッドステートドライブを

交換する際、交換により取り外された当該ハードディスクまたはソリッドステートドライブを

当社の所有とせず、お客様の所有とするオプションをお客様に付与します。ただし、お客様

がオプションを行使する場合は、取り外された当該ハードディスクまたはソリッドステートド

ライブについてオプションを行使する旨の意思表示をその交換完了時までに当社に対して

書面にて行う必要があります。取り外された当該ハードディスクまたはソリッドステートドラ

イブについてオプションを行使する旨の書面による意思表示がお客様によりなされない場

合は、お客様はオプションを行使しなかったものとみなされ、取り外された当該ハードディ

スクまたはソリッドステートドライブは当社の所有となります。なお、交換により取り外され、

当社からお客様に引き渡されたハードディスクまたはソリッドステートドライブをお客様が

当社に返却した場合、お客様の故意または過失にかかわらず、当該ハードディスクまたは

ソリッドステートドライブの当社への返却の時点をもってお客様が当該ハードディスクまた

はソリッドステートドライブについてのオプション行使を放棄したとみなし、当該ハードディス

クまたはソリッドステートドライブについては当社の所有となります。 

お客様の故障ハードディスク返却不要オプションのご利用が過度であると当社が合理的

に判断した場合 (故障したドライブの交換回数が、関連システムの標準的な故障率を著し

く上回る場合など)、当社は 30 日前までに通知した上で、本サービスを中止する権利を保

有するものとします。 
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オンサイトハードウェアサポートの制限 
 

リモートサポートでは解決できないと当社が判断したハードウェア障害の場合、当社の

担当者は、対象ハードウェア製品を正常な状態に戻すためにオンサイトテクニカルサポ

ートを行います。サービスがリモート診断、リモートサポート、または記載されているその

他のサービスで解決可能な場合、オンサイト応答時間は適用されません。製品によって

は、当社独自の判断で、修理ではなく交換を選択する場合があります。交換された製品

は当社の所有です。 

ハードウェアサポートでは、ユニット単位での交換、または機能的に同等の部品の提供

が行われます。別途の契約がない限り、交換された部品は当社の所有物です。カスタマ

ーセルフリペア（CSR）のための部品または交換用の製品が発送された場合、別途当社

およびお客様で取り決めがない限り、お客様には故障した部品または製品を 5 日以内

に返送していただきます。故障した部品または製品が指定期間内に当社に届かなかっ

た場合、あるいは部品または製品を当社が受領時に消磁や物理的に破損されていた場

合は、お客様は当社に対し、その故障した部品または製品の定価を支払う必要がありま

す。 

お客様が CSR に同意し、システムを正常な状態に戻すために CSR 部品が提供された

場合、オンサイトテクニカルサポートは適用されません。その場合、当社は、製品の修理

に必要な CSR 部品をお客様に送付します。CSR の詳細については、hpe.com にアクセ

スして、該当する当社製品のユーザーガイドおよびメンテナンスガイドを確認してくださ

い。 

生産を中止した交換用の部品やコンポーネントをアップグレードする必要がある場合が

あります。生産を中止した部品やコンポーネントをアップグレードする場合は、お客様に

対して追加料金が請求されることがあります。当社が交換を推奨する場合は、お客様と

連携して対処します。日本で販売していない製品の場合、すべてのコンポーネントの交

換部品を入手できるとは限りません。 

次の場合、お客様は追加料金の支払いに同意したものとします。 

• お客様が、お客様によるインストールが可能なファームウェアまたはソフトウェ

アアップデートまたはパッチのインストールを当社に依頼した場合 

• お客様が、サービス応答時間外の出張、またはサービス応答時間外の対応を

依頼した場合 

当社がお客様の依頼に応じて実施した追加のサービスが購入されたサポート契約に含

まれていない場合は、該当するサービス料金が請求されます。 

製品のサポート契約期限が切れていた場合、当社は、サポートを再開するための追加

料金を請求します。 

当社が実施していない移設について、移設後にサポートを開始するには、当社に対し

て、妥当な期間をおいて事前に通知を行わなければならない場合があります。 

ハードウェアサポートまたは保証サービスの一環として当社の判断で代替機器が提供さ

れた場合は、お客様がその代替機器の紛失または損傷のリスクを負い、貸付期間の終

了時に抵当権または負債が設定されていない状態で、その代替機器を当社に返却する

ものとします。 
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前提条件 
 
本サービスの対象となるハードウェアは、当社がサービス対象としている製品であり、かつ
以下の条件を満たしていることが必要です。 
 

• サービス契約の開始時において、当該ハードウェアが正常に稼働していること。 

• メーカーが推奨するハードウェア設置環境の条件が維持されていること。 

• 対象ハードウェアの製品仕様に定める構成と各種必要条件を備えていること。 

• サーバーおよびストレージの、同一筐体内のすべての製品について同一のサービ

スレベルおよびオプション（オンサイト応答時間、サービス提供時間、故障ハードデ

ィスク返却不要）が選択されていること。 

• 本サービス仕様に定める事項の他、本サービスの内容および提供条件は、「お取
引条件書（サポートサービス）」および「データシート（SS5）」、またはお客様と当
社で合意するその他の契約条件に定めるとおりとします。 

 

 

除外規定 

 
• 当社の承認を得ずに当社の担当者以外の者が行った、修理、改造作業が原因で

必要になったサービス。 

• 当社がサービスを提供していないハードウェアおよびソフトウェアが原因で必要に

なったサービス。 

• 新規ソフトウェアまたはソフトウェアのアップグレードに起因するパフォーマンスの

低下。 

• 事故、誤操作、電力事情、空調設備、自然災害、またはメディアの不良が原因で

必要となったサービス。 

• Enclosure やラック及びシャーシ、ケーブル類、ソリッドステートドライブ/フラッシュ

ドライブ、UPS、 その他バッテリ（キャッシュバッテリなど）等の消耗品およびアクセ

サリの供給およびそれらに対するサービス。 

• 当社所定の交換単位以下の部材単位での障害原因の特定および調査。 

• サードパーティ製品との相互接続および互換性に関する問題。 

• 当社製品の保証期限/保証使用量は、製造業者の運用マニュアル、製品の

QuickSpecs、または製品のテクニカルデータシートに記載され、サポートされて

いる最大ライフタイム、最大使用限度いずれかに達した部品およびコンポーネン

トに対するサービス。 
• ハードウェアもしくはソフトウェアの不適切な使用（設定を含む）または有害コード

（ソフトウェアウィルス等）による障害が原因であると当社が判断した場合のサービ
ス。 

• ソフトウェアプログラム（マクロを含む）の開発支援およびデバッグ作業。 

• システムやネットワークなどに対する設計、構築、運用、開発の技術支援（コンサ

ルティング）、およびパフォーマンスチューニング作業。 

• 当社製ソフトウェアの場合、特に指定がない限り、最新バージョンと 1 つ前のバー

ジョン以外のバージョンに対するサービス 

• 当社の承認を得ずに当社の担当者以外の者が行った、ソフトウェアに対する変

更、改変が原因で必要になったサービス。 

• お客様からのリクエストによるアプリケーションの運用テストもしくは付加的なテスト

作業。 

• ネットワーク通信が原因となる問題のサポート 

• 原子力施設等立ち入り制限区域および防護服の着用を必要とする場所に設置さ
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れている機器に対するサービス。 

• 障害が発生していない機器への正常性確認作業。 
• 当社がお客様に提供した解決策修理、パッチ、をお客様が取り入れられなかった

ために必要となったサービス 

• 当社から事前に通知された回避策をお客様が取らなかったために必要なサービ
ス。 

• お客様によるインストール可能なファームウェアのアップデート 

• 交換後の部品に対する解析調査 
 

 

お客様の責任範囲 

 

• リモートサポートツールご使用の場合、インストールならびに設定はお客様自身
にて実施いただきます。 当社との安全な接続が保たれ、サービスが有効に維持
されるよう必要となる管理ならびにアップグレードの適用、追加された機器の設
定を実施いただきます。機器によってはハードウェアおよびソフトウェアの構成
情報ならびに当社の規定するツールにより収集したデータを FTP または電子メ
ールにて当社へ送付いただく場合があります。 

リモートサポートツールのサポート対象機器については以下を参照してください。 

▶ hpe.com/jp/ja/services/get-connected.html 

• 当社リモートサポートツールを正しく利用するには、お客様が当社へのデータ転
送を有効にし、デバイスを正しく構成に追加し、最新状態を維持し、また、当社リ
モートサポートツールで設定したお客様の連絡先情報を維持していただく必要
があります。 

• ハードウェア製品の不具合を当社が指定するサービス受付窓口に連絡していただ
きます。 

• リモート障害診断において当社が要求するハードウェア製品の不具合に関する情
報の提供や、お客様にて実施可能なセルフテストおよび診断ツールの実行を行っ
ていただきます。 

• 本サービスの提供に必要となるソフトウェアの構成情報、パラメータなどのお客様
固有の情報、およびお問い合せ事項に関する詳細情報を提示していただきます。 

• お客様先において当社が作業する際、お客様は、施設への立ち入りの迅速な許
可、適切な広さの作業空間および修理に必要なシステムコンソール、部材の保管
場所の無償提供、ならびに備品および消耗品の使用を許可し、作業中ご担当者の
立会いを行っていただきます。 

• 当社が使用するサービス用ソフトウェアツールのインストールおよびシステム上で
の実行を許可いただきます。 

• リモート障害診断において当社の要求により、お客様によるアップデートが可能な
ファームウェア（当社のダウンロードサイト等からお客様自ら入手可能なファームウ
ェア）を当社が指定するバージョンにアップデートいただきます。 

• お客様は、ソフトウェア使用許諾書、ソフトウェアライセンス証書およびライセンス
キーを保管し、当社の要求に応じて提示いただきます。 

• お客様は、当社からソフトウェアの新バージョンに関する書面または電子メールに
よる通知があった場合、これらの新バージョンの送付を受ける旨の返信を行ってい
ただきます。 

• お客様は、ソフトウェア技術支援およびオンライン情報提供にアクセスするための
お客様登録を行っていただきます。 

• 当社のエンジニアが本サービス提供時に必要な全てのお客様のソフトウェアを無
条件で利用できるよう許可していただきます。サービス対象システムにセキュリティ
上の制約が適用されている場合には、お客様は、当社の作業に支障がないよう
に、該当するシステムおよびソフトウェアの管理を行っていただきます。 

• ソフトウェアに対して通信回線経由の遠隔作業を当社が必要とし、かつお客様が
承諾した場合には、お客様施設のインターネット回線またはその他の通信方法を
当社が利用することを許可いただきます。 

• データおよびソフトウェアのバックアップおよびリストア。 

• 本サービスの提供に必要となるソフトウェアの構成情報、パラメータなどのお客様
固有の情報、およびお問い合わせ事項に関する詳細情報を提示いただきます。 

https://www.hpe.com/jp/ja/services/get-connected.html
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• 他社製サーバーに接続のストレージ製品は、故障部品の交換修理後、当社ストレ
ージ製品の単体動作確認（セルフテスト等）をもって修理完了とみなします。その
後のシステムに接続しての動作確認は、お客様にて実施いただきます。 

• サポート終了日以降は、消耗品であるソリッドステートドライブ/フラッシュドライブ、
UPS、 その他バッテリ（キャッシュバッテリなど）部品のご提供ができませんので、
サポート終了日前に予防交換をする事を推奨いたします。  
 

 

一般条項 

 

• 当社は、サードパーティ製ハードウェアおよびソフトウェアの欠陥については責任
を負いません。 

• 当社は、ハードウェアおよびソフトウェア障害に起因したデータ破壊については責
任を負いません。 

• 当社は、ハードウェアのアップグレードまたは最新リビジョンのハードウェアへの交
換によりもたらされる、最新バージョン以外のソフトウェアのパフォーマンスへの影
響については責任を負いません。 

• お客様は、当社より提供される本サービス用ソフトウェアツールを複製、または譲
渡してはならず、また第三者に使用させてはならないものとします。 

• 当社は、本サービスまたはサービスに関わる業務を、外部に委託する権利を有し
ます。 

• 本サービスは、サービス対象ハードウェアおよびソフトウェアの品質を保証するも
のではありません。 

• 当社は、本サービスの提供において、ソフトウェア開発元ベンダーとお客様との契
約に基づく代行行為等の契約上の責任は負いません。 

• ハードウェアオンサイト修理に際して対象機器が屋外壁面または屋内高所に設置
されている場合は、機器の取り外し取り付け作業をお客様にお願いする場合があ
ります。 

• サードパーティ製ソフトウェアの使用許諾はそのサードパーティから許諾されてい
る範囲にお客様の権利が限定されます。 

• お客様に直接当社もしくはサードパーティのウェブサイトからソフトウェアおよびマ
ニュアルをダウンロードしていただく場合があります。 

• 同一場所に複数のシステムを保有されているお客様の場合、ソフトウェアおよびマ
ニュアルの提供に関して配布物を統合させていただく場合があります。 

• 当社は、サービス対象ソフトウェアに関する情報を選択してお客様へ提供する権
利を有します。 

• 当社は、本サービスのオンサイト応答時間を確約するものではありません。地域、
交通事情、天候等の諸事情により応答時間内にサービスが提供されない場合が
あります。お客様の施設が離島にある場合は、出張にかかる料金を別途請求する
場合があります。 

• お客様は、サービスの一部として別途指定されていない限り、当社が購入国以外
のリソースをサービスの提供に使用する可能性があることを承認し、同意するもの
とします。また、当社は、認定パートナーを活用する場合があります。 

• リモート障害診断で修理に必要な特定の部品が特定され、その部品が現在注文
中または入手できない場合は、対応までお待ちいただきます。 

• 問題の特定とトラブルシューティングには時間がかかる場合があり、当社はすべて
の問題を完全に解決したり、製品を完全な動作状態に復元したりすることができな
い場合があります。当社 は、本サポートの有効性を表明するものではありませ
ん。当社は、サポートの継続が合理的に実行できない場合、予告なしにサポートを
終了する権利を有します。 

• 旧製品ハードウェアの場合、エスカレーション対応はできません 

• ハードウェアを修理する当社の対応は、サービス要求時の交換部品の入手可能
性に依存します。交換部品が入手できず、修理や問題の解決ができなかった場
合、本サービスは即時に終了するものとします。事前の通知は行われない場合が
あります。 

• 当社は、予告なしにいつでも本サービスの提供を修正または中止する権利を有し
ます。これは、本サービスに関する当社とお客様との間の完全な理解を構成する
ものであり、書面または口頭を問わず、明示的にその範囲内にある事項に関する
両当事者間の従前の通信、表明、または合意に優先します。 
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• 契約満了日以前の返金は行われません。 

• 生産を中止した交換用の部品やコンポーネントをアップグレードする必要がある場
合があります。生産を中止した部品やコンポーネントをアップグレードする場合は、
お客様に対して追加料金が請求されることがあります。当社が交換を推奨する場
合は、お客様と連携して対処します。日本で販売していない製品の場合、すべての
コンポーネントの交換部品を入手できるとは限りません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 最新のサービス仕様 

本書記載の対象製品、製品名称、サービス仕様範囲、および、条件等は予告なく

変更される可能性があります。最新のサービス仕様が有効となりますので、以下

URL で最新のサービス仕様を確認してください。 

▶ hpe.com/services/cs/availability/welcomekit/hpe/datasheet.html  
 

 
 

当社サポートサービスに関する情報はこちら  hpe.com/jp/services 
 

本書に含まれる技術情報は、予告なく変更されることがあります。記載事項は 2022 年 3 月現在のものです。 記載さ

れている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。本サービス仕様に定める事項の他、本サービス

の内容 および提供条件は、「お取引条件書(標準製品取引用)」および「データシート(SS5)」、 またはお客様と当社で

合意するその他の契約条件に定めるとおりとします。 

© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP 

 

日本ヒューレット・パッカード合同会社 
〒136-8711  東京都江東区大島 2-2-1 

 

 
4AA1-1458JPN 

https://h50146.www5.hpe.com/services/cs/availability/welcomekit/hpe/datasheet.html
https://www.hpe.com/jp/services
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ネットワーク製品用 付表 
（標準サービスに関する追加サービスおよび付帯条項） 

 

本付表は Aruba OS スイッチおよび Comware スイッチ製品に対し、旧製品ハードウェアオン

サイトサービスのサービス仕様に記載されるサービス内容に追加して基本提供されるサー

ビスとその付帯条件が記載されます。 

 

基本提供されるサービス 

ハードウェア設定情報再実装 

当社は、お客様指定のコンフィギュレーションファイル※A1-1 とお客様指定のソフトウェア（フ
ァームウェア）を、オンサイトハードウェアサポートにて修理、もしくは部品または製品交換さ
れた当社ネットワークハードウェア製品に再実装します。 

 
 

前提条件 

本付表によるサービスの対象となるハードウェアはハードウェアサポートでサービス提供さ
れる当社ネットワーク製品であり、かつ以下の条件を満たしていることが必要です。 

• 当社担当者のオンサイトハードウェアサポート提供時に当該当社ネットワーク製品
に有効なお客様指定のコンフィギュレーションファイルとお客様指定のソフトウェア
またはファームウェアが利用可能な形態（作業場所に用意された DVD/CD メディ
アまたは作業場所から接続可能なファイルサービス）にて提供されること。 

 

除外規定 

• 当社ネットワーク製品のハードウェア設定に関する技術支援（コンサルティング）。 

• お客様指定のコンフィギュレーションファイルを格納したメディアの不具合およびコ
ンフィギュ レーションファイルを格納したファイルサービスの不具合により必要とな
ったサービス。 

• お客様指定のコンフィギュレーションファイル内の設定情報の不具合により必要と
なったサービス。 

• 代替部品または代替製品による修理交換作業に伴うハードウェア設定情報のマイ
グレーション作業。 

 

お客様の責任範囲 

• お客様は、本サービスを提供するために必要なコンフィギュレーションファイルを作
成し、当該コンフィギュレーションファイルを最新の状態に維持するものとします。 

• お客様は、コンフィギュレーションファイルまたはソフトウェア（ファームウェア）を再
実装する際に ライセンス再登録が必要になった場合、ライセンス再登録作業を行
うものとします。 

 
 

※A1-1 コンフィギュレーションファイル: 

当社ネットワーク製品仕様に定められる
方法にて設定済みの当社ネットワーク製
品から抽出された ハードウェア設定情報
の電子ファイル 

 


